
  

大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、国の小規模事業者持続化補助金を活用して販路開拓等に取り組む小規模事業者の負担

を軽減しその事業継続を支援するため、小規模事業者（以下「事業実施主体」という。）が事業を実

施するのに要する経費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付につ

いては、大分県補助金等交付規則（昭和４３年大分県規則第２７号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「全国連」、「日商」、「中小機構」、「事業実施主体」、「補助事業」、

「国補助金」とは、次の各号の定めるところによる。 

（１）「全国連」とは、全国商工会連合会をいう。 

（２）「日商」とは、日本商工会議所をいう。 

（３）「中小機構」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構をいう。 

（４）「事業実施主体」とは、以下のものをいう。 

ア 令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業＜一般型＞については、全国連または日

商が公募要領に基づき補助金の公募を行い、全国連または日商が別に定める審査基準に基づく

審査で採択され、交付決定を受けた小規模事業者（単独または複数の小規模事業者）のうち新

型コロナウイルス感染症加点を受けた者をいう。 

イ 令和２年度補正予算小規模事業者持続化補助金事業＜コロナ特別対応型＞については、全国

連もしくは日商または中小機構が公募要領に基づき補助金の公募を行い、全国連もしくは日商

または中小機構が別に定める審査基準に基づく審査で採択され、交付決定を受けた小規模事業

者（単独または複数の小規模事業者）をいう。 

（５）「補助事業」とは、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金＜一般型＞事業及び令和２

年度補正予算小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞事業をいう。ただし、事業再開枠

に係る事業を除く。 

（６）「国補助金」とは、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金＜一般型＞及び令和２年度

補正予算小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞をいう。ただし、事業再開枠に係る補

助金の額を除く。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 この補助金の交付の対象となる経費は、事業実施主体が事業を実施するのに要する経費のう

ち、国補助金交付の対象として全国連もしくは日商または中小機構が必要と認める経費（以下「補

助対象経費」という。）とする。 

２ 補助率は６分の１（補助率が３分の２である国補助金の＜一般型＞および＜コロナ特別対応型＞

類型Ａについては、国補助金の額の確定額（ただし、事業再開枠に係る額を除く。）の４分の１の

額、補助率が４分の３である国補助金の＜コロナ特別対応型＞類型Ｂおよび類型Ｃについては、国

補助金の額の確定額（ただし、事業再開枠に係る額を除く。）の９分の２の額（１円未満切り捨て））

以内とする。 

 

（補助事業の実施期間） 

第４条 事業実施期間は、全国連もしくは日商または中小機構が国補助金の交付決定を行った日（令

和２年度補正予算小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞については、令和２年２月１８日



 

まで遡及可能）から、全国連もしくは日商または中小機構が公募要領で定める事業完了日までとす

る。 

 

（補助金の交付申請及び実績報告） 

第５条 規則第３条第１項の規定による交付申請及び規則第１２条の規定による実績報告は、補助金

交付申請書及び実績報告書（第１号様式）によるものとし、次に掲げる書類を添付し、知事が別に

定める期日までに知事に提出しなければならない。 

（１）国補助金に係る交付決定通知書の写し（交付申請書等一切の添付書類を添付すること） 

（２）国補助金に係る額の確定通知書の写し（実績報告書等一切の添付書類を添付すること） 

（３）収支精算書（第２号様式） 

（４）誓約書（第３号様式） 

（５）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助条件） 

第６条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 
（１）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の帳簿及び契

約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間

整備保管すること。 

（２）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）は、知事の承

認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保の用に供し

てはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐

用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。 

（３）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図る

こと。 
（４）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとするときは、あらかじ

め知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、大蔵省令に定め

られている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。 
（５）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を

県に納付させることがあること。 

（６）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団を

いう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。 
（７） 補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等

仕入れ控除額が確定したときは、その金額（当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにな

り補助金額から減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに知事に報告

するとともに、当該金額を返還すること。 
（８）その他、規則及びこの要綱の定めに従うこと。 
 

（補助金の交付の決定及び額の確定） 

第７条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定及び規則第１３条の規定による額の確定は、補

助金交付決定通知書及び額の確定通知書（第４号様式）により行うものとする。 

 



 

（補助金の交付及び請求） 

第８条 この補助金は、精算払の方法により交付するものとする。 

２ 補助金の交付を請求しようとする者は、補助金交付請求書（第５号様式）を知事に提出しなければ

ならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第９条 知事は、次の各号の一に該当する場合には、第７条の交付の決定及び額の確定を取り消すこ

とができる。 

（１） 知事が別に定める期日までに、この補助金が請求されなかった場合。 

（２） 国補助金請求後に何らかの事由により全国連もしくは日商または中小機構から国補助金が支払

われなかった場合。 

 

（補助金の返還等） 

第１０条 事業実施主体は、次の各号のいずれかによる国補助金の返還または補助金相当額の納付を

行ったときは、補助金返還等届出書（第６号様式）を速やかに知事に提出しなければならない。 

（１）消費税等仕入控除税額の確定に伴う国補助金の返還 

（２）交付決定の取り消し等に伴う国補助金の返還 

（３）取得財産等の処分に伴う収入の納付 

（４）収益納付に伴う国補助金相当額の納付 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、この補助金の全部または一部の返還を命ずるものとする。 

 

 

附則 

 この要綱は、令和２年５月２２日から施行し、令和２年度大分県災害時等小規模事業者持続化支援事

業費補助金から適用する。 
 

附則 

 この要綱は、令和２年９月３０日から施行し、令和２年度大分県災害時等小規模事業者持続化支援事

業費補助金から適用する。 
 

附則 

 改正後の要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

  



 

第１号様式（第５条関係） 

 

年度大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金交付申請書及び実績報告書 

 

第     号 

年  月  日 
 

 大分県知事  広 瀬  勝 貞  殿 
 

住  所 

名  称 

代表者の役職・氏名           

※共同申請の場合は連名 

 
年度大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金を交付されるよう、大分県災害時等

小規模事業者持続化支援事業費補助金交付要綱第５条の規定により申請し、あわせてその実績を報告し

ます。 
 

記 
 
１ 事業目的及び効果 
 
２ 事業完了年月日           年  月  日 
 
３ 小規模事業者持続化補助金（国補助金）に採択された補助事業で行う事業名 

 
４ 小規模事業者持続化補助金（国補助金）の確定額 
 

              円 
 
５ 補助金交付申請額（収支精算書（第２号様式）記載の県費補助金の額、円未満切捨て） 
 

              円 
 
６ 添付資料 
（１）国補助金に係る交付決定通知書の写し（交付申請書等一切の添付書類を添付すること） 

（２）国補助金に係る額の確定通知書の写し（実績報告書等一切の添付書類を添付すること） 

（３）収支精算書（第２号様式） 

（４）誓約書（第３号様式） 

（５）その他知事が必要と認める書類 

 
※共同申請の場合は、「４小規模事業者持続化補助金（国補助金）の確定額」、「５補助金交付申請額」に

内訳を記載のこと。 
※「６添付資料」は、申請者全員分を添付のこと。 

  



 

第２号様式（第５条関係） 
 
 

収 支 精 算 書 
 

１ 収 入 
項 目 精 算 額 予 算 額 増 減 備 考 

県費補助金 
自己資金 
国補助金 
 
 

       円             円       円  

計     
 

 
２ 支 出 

項 目 精 算 額 予 算 額 増 減 備 考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       円             円       円  

計     
 

※収入欄の県費補助金の額は、以下のいずれかの金額を記入すること。 

（１）国補助金が、補助率が３分の２である＜一般型＞および＜コロナ特別対応型＞類型Ａ

である場合は、国補助金の額の確定額（ただし、事業再開枠に係る額を除く。）の４分

の１以内の額を円未満切捨で記入すること。 

（２）国補助金が、補助率が４分の３である＜コロナ特別対応型＞類型Ｂおよび類型Ｃである

場合は、国補助金の額の確定額（ただし、事業再開枠に係る額を除く。）の９分の２以

内の額を円未満切捨で記入すること。 

※支出欄の項目は、国の令和元年度補正予算小規模事業者持続化支援事業費補助金＜一般型

＞交付規程第４条第３項別表に掲げる補助対象経費の区分名または令和２年度補正予算

小規模事業者持続化支援事業費補助金＜コロナ特別対応型＞交付規程第４条第３項別表

に掲げる補助対象経費の区分名をそれぞれ記載すること。 



 

第３号様式（第５条関係） 

誓  約  書 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。  

また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに同意します。 

記 

１ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３） 暴力団員が役員となっている事業者 

（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者 

（６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 

（７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者 

（８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

２ １の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありませ

ん。 

 

                                 令和  年  月  日 

大分県知事 広瀬 勝貞 殿 

         

                             〔法人、団体にあっては事務所所在地〕 

                     住  所 

                                                    

                        （ふりがな） 

                               氏    名                                                

 

                                 生年月日 （明治・大正・昭和・平成）  年  月  日(男・女） 

 

※  県では、大分県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いし

ています。 

 
  



 

第４号様式（第７条関係）  
 
  年度大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金交付決定通知書及び額の確定通知書 

 
第    号 

  年  月  日 
 
 

            殿 
 

大分県知事 広 瀬  勝 貞   印  
 

 
年 月 日付け  第   号で交付申請及び実績報告のあった  年度大分県災害時等

小規模事業者持続化支援事業費補助金については、大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助

金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり交付することに決定し、あわせてその額を確定したので

通知します。 
記 

 
１ 補助金の交付決定額  金          円 

 
２ 補助金の額の確定額  金          円 

 
３ 補 助 条 件 
（１）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納簿等の帳簿及び契

約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間

整備保管すること。 
（２）この補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。）は、知事の

承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保の用に

供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財産については、大蔵省令に定められ

ている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。 
（３）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を

図ること。 
（４）財産のうち、一件当たりの取得価格が５０万円以上のものを処分しようとするときは、あらか

じめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産については、大蔵省令に

定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限りではないこと。 
（５）知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部

を県に納付させることがあること。 
（６）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力

団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならないこと。 
（７） 補助金の額の確定通知を受けた後において、消費税等の申告により当該補助金に係る消費税



 

等仕入れ控除額が確定したときは、その金額（当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らか

になり補助金額から減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに知事

に報告するとともに、当該金額を返還すること。 
（８）その他、大分県補助金等交付規則及び大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金交

付要綱の定めに従うこと。 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５号様式（第８条関係） 

 

年度大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金交付請求書 

 

第     号 

年    月    日 

 

 

 大分県知事  広 瀬 勝 貞  殿 

 

                    住  所 

名  称 

代表者の役職・氏名            

※共同申請の場合は連名 

 

 

大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により、  年度大分県

災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金を下記のとおり請求します。 

 
記 

 

 
 
１ 請求額                        円 

     
 
※振込先金融機関名、金融機関コード(４桁)、支店名、支店コード(３桁)、預金の種別、口座番号

および預金の名義（カタカナ） 

（以下の７項目（カタカナの名義含む）が記載された当該口座の預金通帳のページ及び表紙の 

コピーを添付し、上記請求印は申請時の印と同一のこと。） 

 

   振 込 先 金 融 機 関 名： 

   金融機関コード(４桁)： 

   支 店 名： 

   支 店 コ ー ド (３ 桁 )： 

   預 金 の 種 別： 

   口 座 番 号： 

   預金の名義(カタカナ)： 

 

（※共同申請の場合は、「１請求額」に内訳を記載するとともに、補助事業者ごとに振込先情報等を記載

すること。） 

  



 

第６号様式（第１０条関係） 

 

年度大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金返還等届出書 

 

第     号 

年    月    日 

 

 

 大分県知事  広 瀬  勝 貞  殿 
 

                    住  所 

名  称 

代表者の役職・氏名         

 

 

小規模事業者持続化補助金（国補助金）の返還または収入等の納付を行いましたので、大分県災害時

等小規模事業者持続化支援事業費補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 
 

記 

 

 

１ 国補助金の返還または収入等の納付事由 

  ☐ 消費税等仕入控除税額の確定に伴う国補助金の返還 

  ☐ 交付決定の取り消し等に伴う国補助金の返還 

  ☐ 取得財産等の処分に伴う収入の納付 

  ☐ 収益納付に伴う国補助金相当額の納付 
 
２ 国補助金の返還額または収入等の納付額 
 
                        円 
     
３ 全国連もしくは日商または中小機構への送金日 
 
     年  月  日 
 
 
※共同申請の場合は、代表者の役職・氏名を連名とし、「２国補助金の返還額または収入等の納付額」に内訳

を記載のこと。 
 


